
様式第２号(事業別概要) No．67　　　　

）

(単位：千円)

＜事業に関する説明＞

 ・福祉機器の再利用促進（貸し出し用車いすの修繕）

 ・移動入浴サービス事業

平成２１年度　一般会計 予算見積 事業別概要書（当初）
款   3．民生費                                  事 業 名   6．地域生活支援事業費 課 長

一般財源

項   1．社会福祉費                              細事業名   2．地域生活支援事業（任意事業）

担 当

副 主 幹

連 絡 先

予算分析 臨時経費 継続事業 単独事業

目   6．障害者自立支援福祉費 担当課･係  障害福祉課 （執行課： 障害福祉課

7,130 

(歳　入) (歳　出) 財源内訳

要 求 額 0 7,130 要　　求

決 定 額 決　　定

実
施
計
画
の
内
容

（実施計画における事業の概要） 施　　策 思いやりと希望にみちたまちづくり／障害をもつ人が安心して暮らせるまちづくり／心身に障害をもつ人の自立を支援す

 【地域生活支援事業（任意事業）に関する業務】 施策体系ｺｰﾄﾞ 01-05-02-10-10 事業番号 92-1

 ニーズに基づいた生活支援 総事業費 84,260千円 事業期間 平成20年度～平成22年度

 
年度別事業費

20年度 21年度 22年度

 70,000 7,130 7,130 

 

 （事業実施に関する根拠法令）

  障害者自立支援法

（事業の説明） （事業の目的） （事業の効果）

 障害者自立支援法第77条に規定する市町村が行うべき事業で、必須事業  障害児者のニーズに沿った柔軟な対応が求められる支援を行う。  障害児者の社会参加の促進が期待できる。

 として指定されたもの以外の事業を実施する。   

 ・本人の活動支援（配食サービス・障害者への講演会・紙おむつ購入   

 　補助・緊急通報システム貸付補助・声の広報発行）   

 ・社会参加促進事業（スポーツレクリエーションの実施）   

  

  

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

  

  

  事業は臨時経費とした。  

   

 平成21年度より、必須事業（法律に基づき実施するもの）と任意事業

 （市町村が独自に行うもの）に事業を分け、必須事業は経常経費、任意

   

   

   

(佐倉市）


